
新宿区は、環境への負荷を少なくし、未来の環境を創造するまちづくりを推進しています。

平成26年（2014年）11月15日発行　第 2121号（8）

区長のメッセージ、写真日誌（活動記録）、出席するイベントなどを

新宿区ホームページ「区長の部屋」でご紹介しています

古紙配合率70％白色度70％
再生紙を使用しています。

申請の期限は12月17日（必着）です

臨時福祉給付金

子育て世帯臨時特例給付金

【開設期間】12月17日まで（土・日曜日、祝日等は休み）

【受付時間】午前9時～午後5時（火曜日は午後7時まで）

　コールセンターでは給付金の制度、申請方法、申請書や支

給決定通知書の発送状況について、オペレーターがご案内し

ています。「実際に給付金の対象になるか」など個別の内容は、

下記の臨時福祉給付金等対策室にお問い合わせください。

　また、特別出張所では、申請書の提出等を臨時福祉給付金

等対策室に取り次いでいます。

【給付金事業の担当】新宿区臨時福祉給付金等対策室（本庁舎

6階）（5273）4351・（5273）4366

　対象となる方には、申請書を郵送しました。まだ申請し

ていない方は、お早めに申請してください。

　
滞
納
し
て
い
る
方
に
は
、

督
促
状
や
催
告
書
を
お
送

り
し
て
い
ま
す
。
必
ず
指
定

期
限
ま
で
に
納
め
て
く
だ

さ
い
。

期
限
を
過
ぎ
て
納
付
も

連
絡
も
な
い
場
合
は
、
差
し

押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分

を
行
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

一
括
納
付
が
困
難
な
方
は
、

こ
の
機
会
に
相
談
に
お
い

で
く
だ
さ
い
。
同
時
に
納
付

も
受
け
付
け
ま
す
。

区
役
所
の
開
庁
日
や
休

日
の
相
談
に
お
い
で
に
な

れ
な
い
方
は
、
催
告
書
等
に

記
載
の
電
話
番
号
に
必
ず

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

【
日
時
】

11月

30日

午
前

9時
～
午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
税
務

課
納
税
係
（
本
庁
舎

6階
）


（

5
2
7
3）

4
5
0
8・

4
5
0
9・

4
5
3
8へ

。

※
当
日
は
区
役
所
第

1分

庁
舎

1階
入
口
（
靖
国
通
り

沿
い
）
を
ご
利
用
く
だ
さ

い
。
車
い
す
を
ご
使
用
の
方

は
事
前
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

　
シ
ス
テ
ム
作
業
の
た
め
、

11月

23日

は
区
役
所
・
地
域
セ
ン
タ

ー
の
す
べ
て
の
自
動
交
付
機
は

午
後

5時
で
終
了
し
ま
す
。

※

11月

23日

の
利
用
時
間
は

午
前

8時

30分
～
午
後

5時

11月

24日

の
利
用
時
間
は
通

常
ど
お
り
午
前

8時

30分
～
午
後

9時
で
す
。

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住
民
記
録

係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2
7
3）

3
6
0
1へ

。

　
耐
震
性
能
を
向
上
さ
せ
る
た

め
、
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
新
し
く
し

ま
す
。

3台
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の

う
ち
、

1台
ず
つ
利
用
を
休
止
し

ま
す
。

ご
理
解
・
ご
協
力
を
お
願
い
し

ま
す
。

【
問
合
せ
】
総
務
課
庁
舎
耐
震
改
修

担
当
（
本
庁
舎

3階
）

（

5
2
7

3）

3
6
0
4へ

。

　
新
宿
ゆ
か
り
の
国
民
的
文
豪
・
夏
目
漱
石

を
偲
び
、
命
日
に
開
催
し
ま
す
。

【
日
時
】

12月

9日

午
後

2時
～

4時

【
会
場
】
区
役
所
本
庁
舎

5階
大
会
議
室

【
内
容
】（
仮
称
）
漱
石
山
房
記
念
館
の
基
本
設

計
等
に
つ
い
て
解
説

※
当
日
は
、
漱
石
の
墓
参
り
（
雑
司
ヶ
谷
霊
園

／
豊
島
区
南
池
袋
）
を
予
定
し
て
い
ま
す
（
交

通
費
は
各
自
負
担
）
。
墓
参
り
の
希
望
者
は
、

当
日
午
前

11時
に
区
役
所
本
庁
舎

1階
ロ

ビ
ー
に
集
合
し
て
く
だ
さ
い
。

【
主
催
】
漱
石
山
房
の
復
元
を
進
め
る
新
宿
区

議
会
議
員
の
会

【
後
援
】
新
宿
区

【
申
込
み
】
電
話
で

12月

5日

ま
で
に
議
会

事
務
局
調
査
管
理
係
（
本
庁
舎

5階
）

（

5

2
7
3）

3
5
3
4へ

。
先
着

60名
程
度
。

漱漱漱
石石石

忌忌忌
講講講

演演演
会会会

申請手続きなどの

お問い合わせは

新宿区臨時福祉給付金等専用

コールセンター

0120（78）9292（無料）
完
成
予
想
図

平
成

27年

6月
下

落
合

駅
前

に
特

別
養

護
老

人
ホホ

ーー
ムム
・・

シ
ョ

ー
ト
ス
テ
イ

等
の

複
合

施
設

を
開

設

12月

1日
か
ら
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
仮
称
）も
み
の
樹樹
園園
のの

入
所
申
し
込
み
を
受
け
付
け
ま
す

刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔刔

11月は23日 第第44日日曜曜日日のの区区役役所所本本庁庁舎舎窓窓口口開開設設

　
保
険
料
未
納
の
状
態
が
続
く
と
、
次
回
の
保
険

証
更
新
時
に
、
通
常
よ
り
有
効
期
限
の
短
い
保
険

証
や
資
格
証
明
書
に
切
り
替
わ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。

ま
た
、
差
し
押
さ
え
な
ど
の
滞
納
処
分
を
行
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
機
会
に
相
談
と
保
険
料

の
支
払
い
に
お
い
で
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～
午
後

4時

30分

【
開
設
場
所
・
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課
納
付
相

談
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

3
8
7
3・

4
5
3
0へ

。

※
火
曜
日
は
午
後

7時
ま
で
窓
口
を
延
長
し
、
相

談
・
納
付
を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

取
り
扱
い
事
務

【
開
設
場
所
】
区
役
所
本
庁

舎

1階
（
国
民
健
康
保
険
・

区
税
証
明
は

1階
に
臨
時

窓
口
を
設
置
）

※
本
庁
舎

1階
の
出
入
口

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
開
設
時
間
】
午
前

9時
～

午
後

5時

　
必
要
書
類
や
本
人
確
認
書

類
（
代
理
人
の
場
合
は
委
任

状
と
代
理
人
の
本
人
確
認
書

類
）
等
が
な
い
と
、
届
出
や
証

明
書
等
の
交
付
が
で
き
な
い

場
合
が
あ
り
ま
す
。
事
前
に

必
ず
担
当
係
へ
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

※
他
の
機
関
に
確
認
が
必
要

な
手
続
き
な
ど
は
、
取
り
扱

え
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

●
住
民
記
録

▼
転
入
・
転
出
・
転
居
・
世
帯

変
更
の
届
出
（
前
住
所
地
の

区
市
町
村
に
確
認
が
必
要
な

場
合
は
手
続
き
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
国
外
か
ら

の
転
入
は
取
り
扱
い
ま
せ

ん
）
、
▼
外
国
人
住
民
の
住
居

地
届
（
在
留
カ
ー
ド
ま
た
は

特
別
永
住
者
証
明
書
（
在
留

カ
ー
ド
等
へ
切
り
替
え
る
前

の
方
は
外
国
人
登
録
証
明

書
）
が
必
要
）
、
▼
住
民
票
の

写
し
、
住
民
票
記
載
事
項
証

明
書
の
交
付
（
請
求
で
き
る

の
は
、
ご
本
人
か
同
一
世
帯

の
家
族
の
み
。
広
域
交
付
住

民
票
の
写
し
は
発
行
で
き
ま

せ
ん
）
、
▼
不
在
住
証
明
書
の

交
付
、
▼
印
鑑
登
録
申
請
・
廃

止
の
届
出
、
▼
印
鑑
登
録
証

明
書
の
交
付
（
印
鑑
登
録
証

（
カ
ー
ド
）
が
必
要
）
、
▼
自
動

交
付
機
の
利
用
登
録
申
請
、

▼
住
民
基
本
台
帳
カ
ー
ド
の

申
請
・
交
付
（
電
子
証
明
書
は

発
行
で
き
ま
せ
ん
）
、
▼
特
別

永
住
者
に
関
す
る
申
請
等

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
住

民
記
録
係
（
本
庁
舎

1階
）


（

5
2
7
3）

3
6
0
1へ

。

●
戸
籍

▼
戸
籍
届
書
の
預
か
り
（
届

書
の
内
容
確
認
等
は
翌
開
庁

日
に
行
い
ま
す
）
、
▼
火
葬
・

改
葬
許
可
証
、
区
民
葬
儀
券

の
交
付
、
▼
戸
籍
・
除
籍
・
改

製
原
戸
籍
謄
抄
本
、
戸
籍
・
除

籍
全
部
（
個
人
）
事
項
証
明

書
、
戸
籍
の
附
票
の
写
し
の

交
付
（
請
求
で
き
る
の
は
、
そ

の
戸
籍
に
記
載
さ
れ
て
い
る

方
と
そ
の
配
偶
者
、
直
系
血

族
（
関
係
が
確
認
で
き
る
書

類
が
必
要
）
の
み
）
、
▼
身
分

証
明
書
、
不
在
籍
証
明
書
の

交
付

【
問
合
せ
】
戸
籍
住
民
課
戸
籍

係
（
本
庁
舎

1階
）

（

5
2

7
3）

3
5
0
9へ

。

●
国
民
健
康
保
険

▼
資
格
の
取
得
（
社
会
保
険

等
資
格
喪
失
証
明
書
が
必

要
。
扶
養
家
族
が
い
な
い
と

き
は
退
職
証
明
書
で
も
代
用

可
）
、
▼
資
格
の
喪
失
（
職
場

の
健
康
保
険
証
が
必
要
）

※
外
国
人
の
方
は
、
在
留
カ

ー
ド
ま
た
は
特
別
永
住
者
証

明
書
（
在
留
カ
ー
ド
等
へ
切

り
替
え
る
前
の
方
は
外
国
人

登
録
証
明
書
）
と
パ
ス
ポ
ー

ト
を
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

【
問
合
せ
】
医
療
保
険
年
金
課

国
保
資
格
係
（
本
庁
舎

4階
）

（

5
2
7
3）

4
1
4
6へ

。

●
区
税

▼
納
税
・
課
税
（
非
課
税
）
証

明
書
の
交
付
（
申
告
等
に
よ

り
税
情
報
が
あ
る
方
の
み
）

【
問
合
せ
】
税
務
課
収
納
管
理

係
（
本
庁
舎

6階
）

（

5
2

7
3）

4
1
3
9へ

。

★

12月
は
第

3日
曜
日
の

21

日
に
開
庁
し
ま
す
。

11月23日は国民健康保険料の

休日納付相談も実施します

住
民
票
の
写
し
・
印
鑑
登
録
証
明
書
の

自
動
交
付
機

11月

23日

は
午
後

5時
ま
で

区
役
所
本
庁
舎
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

一
部
の
利
用
を
休
止
し
ま
す

12月

23日

～

27年

10月
中
旬

11月

30日

休
日
納
税税
相相
談談

特
別
区
民
税
・
都
民
税
を
滞
納
し
て
い
る
方方
はは
相相
談談
をを

　
下
落
合
駅
前
の
国
有
地
を

活
用
し
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー

ム
、
シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等
の
介

護
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
複

合
施
設
を
平
成

27年

6月
に

開
設
し
ま
す
。

12月

1日

か
ら
受
け
付

け
を
開
始
す
る
特
別
養
護
老

人
ホ
ー
ム
の
申
し
込
み
方
法

等
を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

【
所
在
地
】
上
落
合

1―

17

（
西
武
新
宿
線
下
落
合
駅
前
）

【
運
営
】
社
会
福
祉
法
人
園

盛
会（
公
募
で
選
定
）

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
仮
称
）も
み
の
樹
園

　
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
型

　
定
員

130名

【
対
象
】
原
則
と
し
て
介
護
保

険
で
「
要
介
護

3～

5」
の
認
定

を
受
け
て
い
て
、
い
つ
も
介
護

を
必
要
と
し
、
自
宅
で
の
介
護

が
難
し
い
方
（
「
要
介
護

1・

2」

の
方
は
窓
口
で
ご
相
談
く
だ
さ

い
）

【
入
所
者
の
決
定
】

▼
先
着
順
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

区
が
必
要
度
の
高
い
方
を
優
先

す
る
仕
組
み
に
よ
っ
て
一
人
一

人
の
状
況
を
点
数
化
し
、
優
先

順
位
名
簿
を
作
成
し
ま
す
。

▼
名
簿
を
参
考
に
、
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
が
入
所
者
を
決
定

し
ま
す
。
医
療
処
置
が
必
要
な

場
合
や
集
団
生
活
が
困
難
な
場

合
な
ど
、
状
況
に
よ
っ
て
は
名

簿
上
位
で
も
入
所
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

【
開
設
時
の
入
所
申
込
み
】

▼
高
齢
者
福
祉
課
高
齢
者
相
談

係
（
本
庁
舎

2階
）

（

5
2
7

3）

4
5
9
3…

12月

1日


～

27年

2月

27日


▼
地
域
の
高
齢
者
総
合
相
談
セ

ン
タ
ー
（

9か
所
）
…

12月

1日


～

27年

2月

28日

（
月
～

土
曜
日
午
前

9時
～
午
後

5時

30分
）

※
既
に
、
区
に
特
別
養
護
老
人

ホ
ー
ム
の
申
し
込
み
を
し
て
い

る
方
に
は
、

9月
下
旬
に
お
送

り
し
た
「
優
先
順
位
通
知
書
」
に

案
内
を
同
封
し
て
い
ま
す
。

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
等

　
個
室
ユ
ニ
ッ
ト
型

　
1日

定
員

20名

　
自
宅
で
介
護
を
受
け
て
い
る

方
が
短
期
間
宿
泊
し
、
食
事
・
入

浴
等
の
介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用

で
き
ま
す
。

【
対
象
】
介
護
保
険
で
「
要
介
護
」

「
要
支
援
」
の
認
定
を
受
け
て
い

る
方

　
こ
の
ほ
か
施
設
内
に
は
、
デ

イ
サ
ー
ビ
ス
、
訪
問

看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
、
防

災
拠
点

型
地
域

交
流
ス
ペ
ー
ス
等
を
設
け
る
予

定
で
す
。

　
申
し
込
み
方
法
等

詳
し
く

は
、（
仮
称
）
も
み
の

樹
園
開
設

準
備
室
（
社
会
福
祉
法
人
園

盛

会
）（

6
9
1
5）

3
0
0
1へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

【
施
設
整
備
に
関
す
る
問
合
せ
】

介
護
保
険
課
推
進
係
（
本
庁

舎

2階
）（

5
2
7
3）

4
2

1
2・


（

3
2
0
9）

6
0

1
0へ

。

高齢者、介護保険、障害者、次世代（子ども・子育て）の

計画素案がまとまりました
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